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開議 午後２時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○菅原委員長 ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。 

本日の会議に、あべ委員から欠席する旨の届出があります。 

それでは、会議を進めてまいります。 

初めに、１、建設に関する事項についてを議題といたします。 

（１）大雨による土木部所管施設の被害状況について、理事者から報告願います。 

○太田土木部長 令和５年８月５日から６日にかけての大雨による土木部所管施設の被害状況につ

いて、御報告を申し上げます。また、事前に通告はしてございませんが、先週８月１７日に発生い

たしました強風による被害状況についても、併せて報告をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

初めに、８月５日から６日にかけての気象の概況についてでございます。配付させていただきま

した資料の１ページを御覧ください。８月５日から６日にかけ、前線が停滞したことに伴いまして、

北海道付近に暖かく湿った空気が流入したため、大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降

りました。８月６日９時３９分に洪水警報、同日１０時７分に大雨警報が発令され、同日１５時１

４分まで継続し、降雨の状況といたしましては、６日の２４時間降水量は８３ミリを記録している

ところでございます。 

次に、道路・河川施設における対応についてでございます。土木部では洪水警報の発令を受けま

して、河川水位の上昇に伴う内水排除対応のため、市街地に位置する石狩川の栄川樋門、大町樋門、

牛朱別川の第２新星樋門の３つの樋門において、ポンプ車の配置、監視を行い、このうち大町樋門

におきましては、６日１３時２５分から７日７時１５分まで石狩川水位上昇に伴う樋門の閉鎖によ

り、内水排除対応を実施したところでございます。また、７日早朝より道路維持管理業務の受託者

とともに、降雨量が多かった郊外を中心にパトロールを実施したところでございます。この大雨に

伴いまして、市街地での内水氾濫等の被害は特にはございませんでしたが、資料の右上の表にござ

いますように、土木部所管の道路施設におきましては、路面洗掘が２８か所、路肩・法面崩れが１

か所、土砂流出が７か所、そのほか、側溝の閉塞が９か所、側溝の損傷が１か所、計４６か所で被

害が生じており、河川施設におきましては、河岸の倒木が２か所で生じているところでございます。

いずれも人身、物損等の被害はなく、また、洗掘、土砂流出などによる被害を受けた施設につきま

しても、通行止めなど大きな被害には至っておらず、その復旧も順調に進んでいることから、８月

中には全て完了する予定となってございます。 

次に、資料２ページ目になりますけれども、公園施設における対応についてでございます。石狩

川と牛朱別川の合流部の河川敷に位置してございます旭橋上流左岸広場、通称フラワーランドと旭

橋下流左岸広場、通称コミュニティランド、及び、旭橋下流右岸広場、通称ドリームランドの３か

所におきまして、河川の水位上昇により冠水のおそれがあることから、８月６日の９時２０分に閉

鎖をし、監視を続けていたところ、同日１３時３０分に冠水を確認したところでございます。旭橋

上流左岸広場及び旭橋下流右岸広場につきましては、駐車場、噴水、トイレなどの施設が冠水した

ため、清掃、汚泥の処理、補修などが必要となっていることから、現在もなお、供用の休止を継続

してございますが、園路等については通行可能としているところでございます。現在、早期の供用
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の再開に向けまして、復旧方法等について指定管理者と調整を行っているところでございます。ま

た、旭橋下流左岸広場につきましては、駐車場の一部が冠水しましたが、大きな被害には至らなか

ったことから、清掃等の作業を行いまして、８月１１日には供用を再開しているところでございま

す。また、３施設のほかオサラッペ川広場及び旭川大橋パークゴルフ場となっております旭川大橋

上流右岸広場につきまして、８月６日に冠水のおそれがあることから一時、施設を閉鎖しましたが、

冠水することなく水位が低下しましたので、オサラッペ川広場は翌日の８月７日、旭川大橋下流右

岸広場につきましては、８月８日に供用を再開しているところでございます。 

以上が、大雨による土木部所管施設の被害状況についてでございます。 

続きまして、先週８月１７日に北海道に接近した台風７号の影響により、市内におきましては、

最大瞬間風速２０．８メートルの強風が観測されました。特に資料は用意してはございませんけれ

ども、この強風によりまして、街路樹や民地木の倒木が５か所、枝折れが７か所で発生したことが

確認されておりますが、いずれも特に大きな被害には至らず、状況確認後、速やかに撤去、改修な

どの作業を完了させたことを併せて報告をさせていただきます。 

土木部からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○菅原委員長 なければ、次に、２、その他の（１）経済建設常任委員会行政視察の委員派遣につ

いてを議題といたします。 

お手元に配付しております委員派遣承認要求書（案）のとおり、それぞれ記載の調査のため、議

長に対して委員派遣の承認要求を行うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 そのように決定し、議長に委員派遣承認要求書を提出することといたします。 

なお、やむを得ない事情など、都合により変更が生じた場合の取扱いについては、委員長に一任

ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 そのように扱わせていただきます。 

以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

その他、委員の皆様から御発言等はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○菅原委員長 なければ、本日の委員会はこれをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午後２時０７分 

 

 


